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要
旨

本
法
律
案
は
、
法
曹
の
養
成
の
た
め
の
中
核
的
な
教
育
機
関
と
し
て
の
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
の
充
実
を
図
り
、
高
度

の
専
門
的
な
能
力
及
び
優
れ
た
資
質
を
有
す
る
法
曹
と
な
る
人
材
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
、
法
科
大
学
院
と
法
学
部
等
と
の

連
携
に
関
す
る
制
度
の
創
設
、
法
科
大
学
院
在
学
中
に
所
定
の
要
件
を
満
た
し
た
者
に
対
す
る
司
法
試
験
受
験
資
格
の
付
与
等

の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

大
学
は
、
法
科
大
学
院
に
お
い
て
、
法
曹
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
と
さ
れ
る
専
門
的
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
、

弁
論
能
力
や
法
律
に
関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素
養
等
を
涵
養
す
る
た
め
の
教
育
を
段
階
的
か
つ
体
系
的
に
実
施
す
る
も
の

か
ん

と
す
る
。

２

法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
は
、
当
該
法
科
大
学
院
に
お
け
る
成
績
評
価
、
修
了
の
認
定
及
び
三
の
１
の
法
科
大
学

院
を
設
置
す
る
大
学
の
学
長
の
認
定
の
基
準
及
び
実
施
状
況
等
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
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３

法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
は
、
当
該
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
の
円
滑
な
接
続
を
図
る
た
め
の
「
連
携
法
曹

基
礎
課
程
」
を
置
こ
う
と
す
る
大
学
と
、
当
該
課
程
に
お
け
る
教
育
の
実
施
等
に
関
す
る
「
法
曹
養
成
連
携
協
定
」
を
締

結
し
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
は
、
当
該
法
科
大
学
院
の
入
学
者
選
抜
の
実
施
方
法
等
に
つ
い
て
、
社
会
人
、
法
学
未

修
者
、
早
期
卒
業
や
飛
び
入
学
に
よ
り
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
適
切
な
配
慮
を
行
う
も
の
と
す
る
。

５

法
務
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
科
大
学
院
の
学
生
の
収
容
定
員
の
総
数
そ
の
他
の
法
曹
の
養
成
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
、
相
互
に
協
議
を
求
め
る
こ
と
等
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

二
、
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正

大
学
院
を
置
く
大
学
は
、
飛
び
入
学
に
つ
い
て
、
当
該
大
学
院
を
置
く
大
学
の
定
め
る
単
位
の
修
得
状
況
及
び
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
、
司
法
試
験
法
の
一
部
改
正

１

司
法
試
験
の
受
験
資
格
を
有
す
る
者
に
、
法
科
大
学
院
の
課
程
に
在
学
す
る
者
で
あ
っ
て
、
所
定
の
単
位
を
修
得
し
て

お
り
、
か
つ
、
司
法
試
験
が
行
わ
れ
る
年
の
四
月
一
日
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
す
る
見
込
み
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が
あ
る
と
当
該
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
の
学
長
が
認
定
し
た
も
の
を
追
加
す
る
。

２

司
法
試
験
予
備
試
験
の
論
文
式
試
験
の
試
験
科
目
に
つ
い
て
、
一
般
教
養
科
目
を
廃
止
し
、
専
門
的
な
法
律
の
分
野
に

関
す
る
科
目
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
科
目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る
一
科
目
を
追
加
す
る
。

四
、
裁
判
所
法
の
一
部
改
正

三
の
１
の
受
験
資
格
に
基
づ
い
て
司
法
試
験
を
受
け
、
こ
れ
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
司
法
試
験
の
合
格
に
加
え
、

法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
、
司
法
修
習
生
の
採
用
に
必
要
な
要
件
と
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
一
の
５
等
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
、
三
の
２

等
に
つ
い
て
は
平
成
三
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
、
三
の
１
及
び
四
等
に
つ
い
て
は
平
成
三
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。


